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国立大学法人岡山大学寄付金等経理事務取扱要項

平成１８年１月１３日

学 長 裁 定

改 正 平成19年3月15日

改 正 平成19年3月30日

改 正 平成20年3月31日

（趣旨）

第１条 この要項は，国立大学法人岡山大学寄付金受入規程（平成１８年岡大規程第３号。

以下「受入規程」という。）第7条の規定に基づき，寄付金等の受入等の取扱いについ

て，他の法令又は特別の定めのあるもののほか，必要な事項を定めるものとする。

（定義）

第２条 この要項において「部局」とは，国立大学法人岡山大学予算・決算事務取扱規程

の別表の予算単位をいう。

２ この要項において「部局長」とは，前項に規定する予算単位の長をいい，「受入部局

長」とは，前項に規定する予算単位の長のうち，津島地区にあっては，事務局長とする

場合をいう。

（受入決定の委任等）

第３条 受入規程第５条第２項に規定する他の職員は，部局長とする。

（受入れ）

第４条 学長又は部局長が，寄付金の受入決定をしたときは，受入部局長は直ちにこれを

受け入れるため，収入契約決議書により本部の経理責任者（以下「経理責任者」とい

う。）に回付するものとする。

２ 経理責任者は，前項の回付を受けたときは，振込依頼書（別紙様式第１号）を作成し，

寄付金の申込者に送付するものとする。

３ 受入部局長は，寄付金が有価証券であるときは，これを受け入れ，当該有価証券を経

理責任者に提出するものとする。

４ 経理責任者は，前項の有価証券を受けたときは，受払保管は，本部の金銭出納担当者

（以下「金銭出納担当者」という。）に取扱わさせ，寄付金有価証券整理簿（別紙様式

第２号）を備えて整理するものとする。

５ 有価証券の利子又は償還金についての収納の手続きは，金銭出納担当者が処理するも

のとする。

６ 寄付者が直接，岡山大学２１夢基金の口座へ振り込みを行った場合は，前１項及び２

項を省略できるものとする。

（現物寄付）

第５条 国立大学法人岡山大学固定資産管理規程（平成１６年岡大規程第３０号。以下

「固定資産規程」という。）に定められたもの以外の物品等について，寄付を受ける場

合は，資産管理責任者の承認を得なければならない。

（収納後の通知及び報告）

第６条 経理責任者は，寄付金が収納されたときは，学長に報告するとともに，受入部局
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長に受入れの通知をするものとする。

（寄付金の使途変更等）

第７条 部局長は，寄付金が当該使途に沿って使用することができないこととなった場合

においては，学長の承認を得て，他の使途に使用することができるものとする。

２ 部局長は，研究者が転出する場合で，当該寄付金を使用しなければ寄付目的を達成で

きない事情にあり，かつ，学長が必要と認めた場合に限り，寄付金を他の国立大学法人，

大学共同利用機関法人，各府省に所属する教育研究機関及び各府省所管の独立行政法人

へ移し換えすることができるものとする。

３ 部局間での移し換えを行う場合は，部局長の判断でできるものとし，移し換え後は経

理責任者に報告をするものとする。

（諸帳簿の整理等）

第８条 金銭出納担当者は，現金出納簿のほか，寄付金別の受払簿として予算差引一覧表

（別紙様式第３号）を備え，その受払を明らかにしなければならない。

２ 寄付金により取得した固定資産その他の物品の取扱いについては，固定資産規程の定

めるところにより処理するものとする。

３ 寄付金に係る旅費の支給については，国立大学法人岡山大学職員旅費規程（平成１６

年岡大規程第２２号）等の定めるところにより処理するものとする。

附 則

この要項は、平成１８年２月１日から施行する。

附 則

この要項は、平成１９年３月１５日から施行し，平成１９年３月１日から適用する。

附 則

この要項は，平成１９年４月１日から施行する。

附 則

この要項は，平成２０年４月１日から施行し，改正後の第４条第６項の規定は，平成２

０年２月２１日から適用する。



別 紙 様 式 第 ２ 号



別紙様式第２号

寄付金有価証券整理簿

寄付金の名称

寄付者の住所、職業及び氏名 住所 職業 氏名

証券名 記号、 受入年月日 額面金額 利子に 収納済額 年月日 寄付金の 受入年月日 備 考

番号 関する 受入額

事項



別紙様式第３号

予算差引一覧表（寄付金別受払簿）

会計年度
日付範囲
ファンド 寄付金
予算センタ 予算センタ
予算科目 予算コード

単位（円）
転記日付 伝票番号 摘 要 取引先 予算額 執行額 執行額 差引残高 差引残高

（概算額） （確定額） （概算額） （確定額）

（月計）
（累計）




